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第158号
２０１７. ６

３月議会で３議員が一般質問を行いました！

沖田公子議員：

松井孝恵議員：

九鬼裕見子議員：

☆少子化対策について ☆産後うつ対策の強化について ☆新生児聴覚検査について

☆上富田庁舎に国旗と町旗の掲揚を。☆保育所臨時保育士不足による懸念。

☆ヒバクシャ国際署名の賛同署名を庁舎など公共施設の窓口に置けないか。

☆子育て世代の希望をかなえるためにも、子どもの医療費の無料化拡大を。

☆２０１８年県単位化国保について

平成２９年度一般会計・特別会計当初予算審議のため予算審査特別委員会が設置されました。

構成は議長を除く議員１１名で、委員長に奥田　誠議員、副委員長に谷端　清議員が就任しました。

発行／和歌山県上富田町議会　　編集／議会広報特別委員会

〒 649 −2192　和 歌 山 県 西 牟 婁 郡 上 富 田 町 朝 来 7 6 3
　　TEL(0739)33−7445　FAX(0739)47−5959

「議会だより」は、上富田町のホームページにも掲載しています。また、インターネット配信で議会の様子もご覧いただけます。
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【
質
問
】
①
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

婚
姻
届
や
出
生
届
の
用
紙
を

作
成
し
、
結
婚
を
予
定
し
て

い
る
若
い
世
代
に
向
け
て
、

地
域
の
魅
力
や
結
婚
支
援
策

と
し
て
発
信
し
て
は
ど
う

か
。

　
②
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
る
よ
う
に
し
て
は
ど
う

か
。

【
答
弁
】
①
に
つ
い
て
、
県

内
で
は
和
歌
山
市
が
婚
姻

届
・
出
生
届
を
、
岩
出
市
と

橋
本
市
が
婚
姻
届
を
オ
リ
ジ

ナ
ル
で
作
成
し
て
い
ま
す
。

今
後
に
つ
い
て
は
、
近
隣
や

県
内
の
市
町
村
の
動
向
を
見

て
い
き
た
い
。

　
②
に
つ
い
て
、
利
便
性
の

面
か
ら
利
点
が
あ
る
と
考
え

ま
す
。
今
後
研
究
し
て
ま
い

り
た
い
。

【
質
問
】
産
後
う
つ
予
防
な

ど
の
観
点
か
ら
、
出
産
後
間

も
な
い
産
婦
の
健
診
費
用
を

助
成
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

【
答
弁
】
費
用
助
成
に
つ
い

て
は
健
診
及
び
支
援
体
制
と

近
隣
市
町
の
動
向
も
見
な
が

ら
検
討
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ

る
。

【
質
問
】
生
ま
れ
つ
き
聴
覚

に
障
害
が
あ
る
先
天
性
難
聴

は
、
１
０
０
０
人
に
一
人
、

二
人
の
割
合
で
い
る
と
さ
れ

て
お
り
、
早
め
に
補
聴
器
を

つ
け
た
り
適
切
な
指
導
を
受

け
た
り
す
る
こ
と
で
、
言
語

発
達
の
面
で
効
果
が
得
ら
れ

ま
す
。
逆
に
発
見
が
遅
れ
る

と
言
葉
の
発
達
も
遅
く
な

り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
①
全
て
の
新
生
児
に
対

し
、
新
生
児
聴
覚
検
査
が
実

施
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で

い
る
か
。

　
②
保
護
者
や
関
係
者
へ
の

周
知
徹
底
、
啓
発
に
努
め
て

い
る
か
。

　
③
関
係
機
関
及
び
県
等
の

連
携
に
つ
い
て
の
現
状
と
今

後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
。

　
④
新
生
児
聴
覚
検
査
に
係

る
費
用
に
対
し
て
公
費
負
担

を
行
う
考
え
が
あ
る
の
か
。

【
答
弁
】
①
に
つ
い
て
、
町

の
現
状
は
、
平
成
27
年
度
の

新
生
児
聴
覚
検
査
実
施
率
は

95
％
以
上
で
す
。
出
産
さ
れ

た
産
科
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
り

検
査
の
必
要
性
の
説
明
を

行
っ
て
お
り
受
診
勧
奨
を
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
生
後

２
カ
月
時
の
育
児
相
談
や
４

カ
月
健
診
時
に
は
、
保
健
師

に
よ
る
音
の
反
応
の
確
認
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
②
に
つ
い
て
、
妊
娠
届
出

時
に
は
、
母
子
手
帳
と
母
子

健
康
手
帳
副
読
本
、
健
康
ガ

イ
ド
な
ど
の
冊
子
を
配
布
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
３
種

類
の
冊
子
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

新
生
児
聴
覚
検
査
の
必
要
性

に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
お

り
、
今
後
も
こ
れ
ら
の
冊
子

を
活
用
し
て
啓
発
し
て
い
き

た
い
。

　
③
に
つ
い
て
、
検
査
後
に

再
検
査
や
経
過
観
察
が
必
要

と
な
っ
た
場
合
は
、
保
護
者

に
通
院
の
有
無
を
確
認
し
、

状
況
の
把
握
に
努
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
必
要
時
に
は
聞

こ
え
の
相
談
実
施
機
関
を
紹

介
し
、
保
育
所
等
と
も
連
携

を
図
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後

は
児
童
の
状
況
に
よ
り
医
療

機
関
と
の
連
携
も
強
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
④
に
つ
い
て
、
新
生
児
聴

覚
検
査
に
つ
い
て
は
、
平
成

19
年
度
の
地
方
財
政
措
置
に

お
い
て
、
少
子
化
対
策
に
関

す
る
地
方
単
独
措
置
と
な

り
、
市
町
村
に
対
し
て
地
方

交
付
税
措
置
と
し
て
新
生
児

聴
覚
検
査
が
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。
当
町
で
は
交
付
税
額

が
非
常
に
少
な
く
交
付
税
措

置
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
該
当
事
業
に
全
て
充
て
ら

れ
な
い
の
が
実
情
で
す
。
平

成
30
年
か
ら
は
、
学
校
給
食

が
開
始
し
、
そ
の
ラ
ン
ニ
ン

グ
コ
ス
ト
に
も
数
千
万
円
が

必
要
と
見
込
ま
れ
ま
す
。
財

政
状
況
が
い
っ
そ
う
厳
し
く

な
り
、
財
源
確
保
が
ま
す
ま

す
難
し
く
な
る
と
見
込
ま
れ

る
中
、
公
費
負
担
を
実
施
す

る
の
は
現
状
で
は
難
し
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　平成２９年度３月定例会の一般質問は日程２日目の３月９日
に行われ、３議員が登壇し、当局の考えを質しました。その質
問、答弁の趣旨をまとめて掲載しています。

沖田 公子 議員
１．少子化対策について　　　　
２．産後うつ対策の強化について
３．新生児聴覚検査について　　

（質問方式　　一括方式）

１
．
少
子
化
対
策
に
つ

い
て

２
．
産
後
う
つ
対
策
の

強
化
に
つ
い
て

３
．
新
生
児
聴
覚
検
査

に
つ
い
て
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【
質
問
】　
つ
い
最
近
こ
ん

な
こ
と
が
あ
っ
た
。
講
演
会

が
あ
っ
て
著
名
な
先
生
が
こ

う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
安
倍
首

相
の
言
っ
て
い
る
美
し
い
日

本
、
何
の
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
う

話
さ
れ
て
い
る
の
を
聞
い

て
、
大
変
残
念
な
思
い
を
し

た
。
私
た
ち
の
上
富
田
町
で

は
、
昭
和
六
十
三
年
十
一
月

に
町
民
憲
章
を
制
定
し
て
い

る
。
そ
こ
で
、
町
の
木
は
ヤ

マ
モ
モ
、
町
の
花
は
桜
、
そ

し
て
成
人
式
や
児
童
表
彰
で

高
ら
か
に
う
た
わ
れ
て
い
る

町
民
憲
章
、
こ
の
５
か
条
の

第
１
番
目
は
、
魅
力
あ
る
美

し
い
ま
ち
づ
く
り
と
し
た
わ

け
で
す
。
美
し
い
国
日
本
。

そ
れ
は
恵
ま
れ
た
気
候
、山
、

川
、
海
に
囲
ま
れ
た
自
然
の

豊
か
さ
、
先
人
の
築
き
上
げ

た
文
化
と
伝
統
を
大
切
に
し

て
、
一
人
一
人
が
人
間
と
し

て
幸
せ
に
生
き
る
こ
と
が
で

き
る
明
る
く
豊
か
な
国
を
つ

く
ろ
う
、
そ
う
首
相
は
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
町
が
町
民
憲
章
と
し
て

掲
げ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で

は
な
い
か
、そ
う
私
は
感
じ
、

残
念
だ
と
申
し
上
げ
た
。
こ

の
先
生
に
逆
ら
う
つ
も
り
も

文
句
も
な
い
が
こ
う
も
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
町
の
事
業
の
宅

地
造
成
、
も
う
や
め
と
き
な

さ
い
。
町
長
は
笑
っ
て
お
ら

れ
る
よ
う
に
感
じ
た
が
、
私

は
内
心
穏
や
か
で
な
か
っ

た
。
先
生
も
持
論
を
述
べ
た

だ
け
で
何
の
悪
気
も
な
い
と

思
う
が
、
土
着
で
生
活
し
て

き
た
私
に
と
っ
て
、
こ
の
ふ

る
さ
と
上
富
田
町
、
先
輩
た

ち
が
長
年
か
け
て
築
き
上
げ

て
き
た
こ
と
、
あ
る
い
は
上

富
田
町
が
さ
ら
な
る
発
展
を

求
め
て
努
力
し
て
い
こ
う
、

そ
う
い
う
こ
と
を
否
定
さ
れ

た
よ
う
に
感
じ
た
。
目
く
じ

ら
を
立
て
る
な
、
そ
れ
は
そ

れ
ぞ
れ
の
心
の
問
題
だ
ろ
う

と
言
わ
れ
そ
う
だ
が
、
そ
の

心
の
問
題
こ
そ
大
事
な
こ
と

だ
と
考
え
て
い
る
。

　
今
、
皆
さ
ん
の
胸
に
つ
け

て
お
ら
れ
る
バ
ッ
ジ
は
一
体

何
で
し
ょ
う
。
町
章
で
す
。

昭
和
四
十
二
年
十
一
月
に
制

定
さ
れ
、「
上
」
と
い
う
漢

字
と
ひ
ら
が
な
の
「
と
」
を

組
み
合
わ
せ
て
町
の
調
和
と

団
結
、
両
翼
は
飛
躍
と
発
展

を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

　
私
は
以
前
、
民
間
の
会
社

で
品
質
管
理
、
ク
レ
ー
ム
の

係
り
だ
っ
た
。
相
手
は
企

業
、
大
商
社
、
大
概
は
気
お

く
れ
す
る
が
、
社
長
は
こ
う

言
っ
た
。
本
来
、
ク
レ
ー
ム

は
社
長
の
仕
事
、
直
接
行
け

な
い
か
ら
君
が
代
理
で
行
っ

て
く
れ
、
社
長
の
か
わ
り
、

代
表
と
思
え
。
そ
う
言
っ
て

送
り
出
さ
れ
大
変
意
気
に
感

じ
た
。
名
刺
に
は
、
社
章
が

入
っ
て
い
る
。目
線
は
低
く
、

志
は
高
く
、
心
を
こ
め
て
お

渡
し
す
る
。
社
章
は
私
の
か

わ
り
に
戦
っ
て
は
く
れ
な
い

が
何
よ
り
も
心
の
支
え
だ
っ

た
。
同
じ
よ
う
に
、
皆
さ
ん

方
の
胸
に
輝
く
町
章
こ
そ
、

皆
さ
ん
方
の
誇
り
で
は
な
い

で
す
か
。
他
の
町
村
の
職
員

さ
ん
と
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に

つ
く
。
或
は
県
、
国
へ
交
渉

に
上
が
る
。
自
分
は
上
富
田

町
の
職
員
で
あ
る
。
小
出
町

長
の
名
代
と
し
て
、
町
の
代

表
と
し
て
来
て
い
る
。
そ
う

思
っ
て
皆
さ
ん
は
仕
事
を
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

決
し
て
個
人
の
た
め
で
は
な

い
、
公
の
た
め
、
町
の
た
め
、

町
民
の
た
め
と
思
わ
れ
て
行

動
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
こ
う
い
っ
た

バ
ッ
ジ
や
社
章
、
い
わ
ゆ
る

象
徴
が
社
会
に
は
そ
れ
ぞ
れ

の
心
の
支
え
と
し
て
必
要
だ

と
私
は
考
え
ま
す
。
日
本
人

が
家
紋
を
大
切
に
す
る
の
と

同
じ
で
す
。
そ
う
考
え
た
時

こ
の
家
で
あ
る
上
富
田
庁
舎

に
、
な
ぜ
国
旗
と
町
旗
が
掲

揚
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
し
ょ

う
か
。

　
私
は
、「
愛
国
心
」
と
言

葉
に
出
し
て
言
う
人
の
こ
と

は
信
用
し
ま
せ
ん
。
私
は
戦

死
者
の
孫
で
す
。
祖
父
が
国

の
た
め
に
戦
っ
て
く
れ
て
、

今
日
の
日
本
の
繁
栄
が
あ
る

と
感
謝
し
て
い
ま
す
。
二
度

と
戦
火
に
ま
み
え
な
い
、
国

民
統
合
の
象
徴
と
し
て
静
か

に
日
本
の
国
は
国
旗
を
揚
げ

て
い
る
と
考
え
ま
す
。
象
徴

を
取
り
上
げ
て
殊
更
問
題
だ

と
い
う
、
こ
れ
こ
そ
が
問
題

だ
と
考
え
ま
す
。
今
こ
そ
そ

う
い
う
歴
史
と
決
別
し
て
、

た
だ
静
か
に
上
富
田
庁
舎
に

国
旗
と
町
旗
の
掲
揚
が
必
要

と
考
え
ま
す
が
、
当
局
の
見

解
を
求
め
ま
す
。

【
町
長
】　
私
が
課
長
時
代
、

今
か
ら
二
十
年
と
か
二
十
五

年
ほ
ど
前
に
国
旗
の
こ
と
と

か
国
歌
を
歌
う
こ
と
に
つ
い

て
相
当
議
論
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
当
時
、
特
に
学
校

の
現
場
は
学
校
の
先
生
方
も

国
歌
を
斉
唱
す
る
と
か
国
旗

掲
揚
し
た
場
合
、
起
立
せ
ん

と
そ
の
ま
ま
座
っ
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
状
況
で
あ
り
ま

す
。
た
だ
う
れ
し
い
の
は
、

今
の
学
校
の
現
場
で
は
そ
う

い
う
先
生
が
な
い
の
は
実
態

で
す
。
当
時
こ
の
議
会
の
中

の
議
員
さ
ん
も
国
旗
の
掲
揚

と
か
国
歌
の
斉
唱
に
つ
い
て

激
論
、
た
だ
の
話
や
な
し
に

も
う
激
論
、
相
当
き
つ
い
言

葉
で
や
り
返
し
た
と
い
う
よ

う
な
状
況
で
す
。
最
終
的
に

そ
う
い
う
問
題
で
町
政
を
混

乱
す
る
こ
と
は
、
町
民
そ
の

も
の
に
不
幸
な
結
果
を
も
た

ら
す
の
で
、
で
き
た
ら
今
の

よ
う
な
形
で
、
国
旗
は
上
富

田
町
は
掲
揚
し
ま
す
よ
と
い

う
ふ
う
に
し
て
い
ま
す
。
私

自
身
は
今
の
日
の
丸
と
か
君

が
代
に
つ
い
て
は
、
国
民
の

ほ
う
が
、
相
当
理
解
も
認
識

も
し
て
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
次
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

は
、
日
の
丸
も
揚
が
る
し
君

が
代
も
歌
え
る
と
思
う
ん
で

す
け
れ
ど
、
や
は
り
そ
う
い

う
中
で
二
十
何
年
前
と
今
の

考
え
方
と
い
う
の
が
違
っ
て

き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で

き
ま
し
た
ら
、
そ
の
当
時
解

決
し
た
よ
う
に
こ
の
こ
と
を

議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
町

政
が
混
乱
が
な
い
よ
う
な
恰

好
で
今
後
と
も
対
応
し
た
い

と
い
う
こ
と
で
お
願
い
し
ま

す
。

【
総
務
政
策
課
長
】　
ま
ず

国
旗
の
掲
揚
に
つ
き
ま
し
て

は
国
民
の
祝
日
に
合
わ
せ
庁

舎
前
の
掲
揚
台
に
国
旗
を
掲

揚
し
て
い
ま
す
。
町
旗
に
つ

き
ま
し
て
は
成
人
式
に
文
化

会
館
の
掲
揚
台
か
ら
掲
揚
し

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
は

ほ
と
ん
ど
掲
揚
し
て
い
ま
せ

ん
。
町
と
し
て
は
町
民
憲
章

１
番
目
に
、
恵
ま
れ
た
自
然

を
愛
し
、
魅
力
あ
る
美
し
い

町
を
つ
く
り
ま
す
と
掲
げ
て

お
り
、
町
民
に
ま
た
上
富
田

町
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に

も
国
旗
、
町
旗
の
掲
揚
は
一

つ
の
手
段
と
し
て
有
効
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。

　
今
後
、
機
会
を
捉
え
て
国

旗
、
町
旗
を
掲
揚
す
る
回
数

を
ふ
や
す
こ
と
に
よ
り
、
上

富
田
町
の
発
展
に
少
し
で
も

つ
な
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を

賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
　

　
な
お
、
参
考
と
し
て
付
近

市
町
村
の
市
旗
・
町
旗
の
掲

揚
の
状
況
は
、
田
辺
市
は
雨

天
を
除
き
毎
日
掲
揚
。
み
な

べ
町
は
毎
日
掲
揚
。
白
浜
、

す
さ
み
町
は
国
民
の
祝
日
に

掲
揚
し
て
い
ま
す
。

（
２
．
保
育
所
臨
時
保
育
士

不
足
に
よ
る
懸
念
　
　
他
は

Ｈ
Ｐ
又
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
中
継
を
ご
覧
下
さ
い
。）

１
．上
富
田
庁
舎
に
国
旗

と
町
旗
の
掲
揚
を

松井　孝恵 議員

１．上富田庁舎に国旗と町旗の掲揚を
２．保育所臨時保育士不足による懸念

（質問方式　　一問一答方式）
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①
原
爆
写
真
展
の
取
り
組
み

に
つ
い
て

【
質
問
】　
上
富
田
町
は
核
兵

器
廃
絶
・
平
和
宣
言
の
町
で

あ
る
。
毎
年
平
和
行
進
の
庁

舎
前
で
の
集
会
に
、
町
長
は

じ
め
幹
部
職
員
が
参
加
し
、

平
和
の
大
切
さ
を
共
有
さ
れ
、

ま
た
、
平
和
首
長
会
議
に
も

加
盟
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

昨
年
11
月
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ

ガ
サ
キ
原
爆
と
人
間
」
写
真

展
が
本
庁
ロ
ビ
ー
に
展
示
さ

れ
て
い
た
が
、
購
入
の
経
過

や
展
示
の
成
果
は
ど
う
か
。

【
総
務
政
策
課
企
画
員
】　
平

成
27
年
５
月
に
展
示
パ
ネ
ル

を
購
入
し
７
月
～
８
月
に
展

示
、
ま
た
、
平
成
28
年
度
は
、

８
月
に
産
業
振
興
文
化
交
流

館
で
、
11
月
～
12
月
人
権
月

間
に
庁
舎
ロ
ビ
ー
で
写
真
展

を
実
施
。
27
年
～
28
年
度
の

３
回
で
約
５
０
０
人
の
方
が

来
ら
れ
、
子
ど
も
を
含
め
勉

強
に
な
っ
た
と
の
声
を
聴
い

て
い
る
。

②
ヒ
バ
ク
シ
ャ
国
際
署
名
に

取
り
組
ん
で
は
ど
う
か

【
質
問
】　
広
島
・
長
崎
の
被

爆
者
は
高
齢
で
、
生
き
て
い

る
間
に
、
核
兵
器
廃
絶
を
心

か
ら
求
め
て
い
る
。
再
び
被

爆
者
を
つ
く
る
な
と
い
う
被

爆
者
の
心
か
ら
の
叫
び
、
上

富
田
町
で
も
、
ヒ
バ
ク
シ
ャ

署
名
に
取
り
組
ん
で
は
ど
う

か
。

【
総
務
政
策
課
企
画
員
】　
上

富
田
町
も
加
盟
し
て
い
る
平

和
首
長
会
議
に
お
い
て
、
広

島
・
長
崎
の
被
爆
者
が
訴
え

る
核
兵
器
廃
絶
署
名
に
賛
同

し
、
協
力
し
て
い
る
。
本
署

名
の
取
り
組
み
の
趣
旨
に
は

賛
同
す
る
が
、
庁
内
へ
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
は
、
付
近

町
村
の
動
向
を
見
な
が
ら
検

討
し
た
い
。

①
中
学
校
卒
業
ま
で
入
院
医

療
費
無
料
化
で
現
時
点
で
の

利
用
状
況
と
費
用
は

【
質
問
】　
子
ど
も
の
医
療
費

の
無
料
化
は
切
実
な
願
い
と

し
て
、
昨
年
４
月
か
ら
入
院

の
み
中
学
校
卒
業
ま
で
無
料

に
な
っ
た
が
、
現
在
の
利
用

状
況
と
費
用
は
ど
う
か
。

【
住
民
生
活
課
長
】　
平
成
28

年
４
月
か
ら
12
月
診
療
分
の

９
ヵ
月
分
で
１
１
７
万
３
６

０
０
円
、
小
学
生
13
名
、
中

学
生
４
名
の
17
名
の
利
用
と

な
っ
て
い
る
。

②
中
学
校
卒
業
ま
で
医
療
費

を
無
料
に
し
た
場
合
の
試
算

は
ど
う
か

【
質
問
】　
昨
年
の
５
月
20

日
の
紀
伊
民
報
に
通
院
を
無

料
に
し
た
場
合
、
試
算
は

１
６
０
０
万
円
と
の
記
事
が

あ
っ
た
が
ど
う
か
。

【
住
民
生
活
課
長
】　
紀
伊
民

報
の
数
字
は
国
保
連
合
会
の

デ
ー
タ
ー
が
電
算
化
さ
れ
て

お
り
、
市
町
村
で
は
国
保
の

方
の
み
の
実
績
を
も
と
に
計

算
さ
れ
た
数
字
で
、
現
在
の

試
算
は
５
９
６
０
万
円
の
負

担
増
と
な
る
。

③
子
育
て
す
る
な
ら
か
み
と

ん
だ
、
子
ど
も
の
医
療
費
の

無
料
化
拡
大
の
検
討
を
し
て

は
ど
う
か

【
質
問
】　「
共
働
き
が
多
い

今
、
子
育
て
世
代
に
も
目
を

向
け
て
ほ
し
い
。
財
政
難
と

い
う
が
ほ
か
の
市
町
村
は
努

力
で
財
源
を
捻
出
し
て
い
る
」

と
の
声
が
平
成
26
年
10
月
12

日
付
の
紀
伊
民
報
で
報
じ
ら

れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が

育
ち
や
す
い
環
境
づ
く
り
は

大
人
の
責
任
と
し
て
、
子
ど

も
の
医
療
費
の
無
料
化
拡
大

は
検
討
課
題
で
は
な
い
か
。

【
町
長
】　
小
学
生
や
中
学
生

の
声
は
、
空
調
設
備
や
ト
イ

レ
を
和
式
か
ら
洋
式
に
し
て

ほ
し
い
と
い
う
。
子
ど
も
の

声
を
聴
い
て
順
位
を
決
め
る

と
い
う
の
が
一
般
的
な
考
え

と
思
っ
て
い
る
。
医
療
費
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

①
２
０
１
８
年
県
単
位
化
国

保
の
納
付
金
に
つ
い
て

【
質
問
】　
納
付
金
の
額
は

市
町
村
ご
と
の
医
療
費
水
準

と
所
得
水
準
を
考
慮
と
あ
る

が
、
納
付
金
は
１
０
０
％
上

納
な
の
で
上
富
田
町
の
徴
収

率
か
ら
考
え
た
と
き
、
納
付

金
が
足
り
な
く
な
る
分
、
国

保
税
に
加
算
さ
れ
る
の
か
。

【
住
民
生
活
課
長
】　
県
は
市

町
村
ご
と
に
国
保
の
事
業
費

納
付
金
の
額
を
決
定
し
、
市

町
村
は
保
険
税
を
賦
課
、
徴

収
し
、
県
に
１
０
０
％
納
付

す
る
が
、
町
の
納
付
金
は
あ

ら
か
じ
め
示
さ
れ
る
の
で
、

そ
れ
に
よ
り
保
険
税
を
掛
け

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

②
県
単
位
化
国
保
に
な
る
と

町
民
の
国
保
税
は
ど
う
な
る
か

【
質
問
】　
町
民
に
と
っ
て

は
高
す
ぎ
る
国
保
税
で
資
格

証
明
書
や
短
期
保
険
証
の
発

行
が
依
然
解
決
で
き
な
い
状

況
の
下
、
県
単
位
化
国
保
に

な
っ
た
ら
、
国
保
税
は
高
く

な
る
の
か
安
く
な
る
の
か
。

【
住
民
生
活
課
長
】　
上
富
田

町
に
つ
い
て
は
、
一
人
あ
た

り
の
医
療
費
が
低
い
の
で
そ

の
点
は
反
映
さ
れ
た
保
険
料

率
を
設
定
さ
れ
る
か
と
思
う

が
、
平
成
29
年
度
に
決
定
さ

れ
る
の
で
国
保
税
が
ど
う
な

る
か
、
現
段
階
で
は
答
え
ら

れ
な
い
。

③
基
金
の
繰
入
は
ど
う
な
る
か

【
質
問
】　
国
保
事
業
会
計
の

基
金
が
平
成
23
年
度
か
ら
積

み
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
県

単
位
化
に
な
っ
た
場
合
、
こ

の
基
金
は
ど
う
な
る
か
。

【
住
民
生
活
課
長
】　
基
金
に

つ
い
て
は
、
県
に
集
約
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
給
付
費
が

急
激
に
増
加
し
た
場
合
や
、

保
険
税
の
急
激
な
上
昇
を
抑

え
る
こ
と
に
基
金
を
活
用
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

④
財
政
安
定
化
基
金
と
今
後

の
町
の
方
針
は

【
質
問
】　
国
は
市
町
村
の
一

般
財
源
か
ら
の
財
政
補
填
の

必
要
が
な
い
よ
う
に
都
道
府

県
に
財
政
安
定
化
基
金
を
創

設
し
、
市
町
村
に
貸
し
付
け

交
付
体
制
を
つ
く
る
と
し
て

い
る
が
、
こ
の
基
金
を
借
り

れ
ば
、
必
ず
返
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
町
は
ど
の
よ
う

に
す
る
の
か
。

【
住
民
生
活
課
長
】　
翌
年
以

降
の
保
険
税
に
上
乗
せ
し
返

済
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

で
、
な
る
べ
く
財
政
安
定
化

基
金
を
借
り
る
こ
と
な
く
納

付
税
に
合
っ
た
保
険
料
率
を

掛
け
て
い
き
た
い
。

１
．
ヒ
バ
ク
シ
ャ
国
際

署
名
の
賛
同
署
名

を
庁
舎
な
ど
公
共

施
設
の
窓
口
に
置

け
な
い
か

２
．
子
育
て
世
代
の
希

望
を
か
な
え
る
た

め
に
も
、
子
ど
も

の
医
療
費
の
無
料

化
拡
大
を

３
．２
０
１
８
年
県
単
位

化
国
保
に
つ
い
て

九鬼 裕見子 議員
１．ヒバクシャ国際署名の賛同署名を庁舎など公共施設の窓口に置けないか
２．子育て世帯の希望をかなえるためにも子どもの医療費の無料化拡大を
３．２０１８年県単位化国保について

（質問方式　　一問一答方式）
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　おはようございます。ただいま議題となりました。

　議案第１９号　平成２９年度上富田町一般会計予算から議案第３１号　平成２９年度上富田町特別会計

朝来財産区予算までの１３議案につきまして、予算審査特別委員会における審査の経過及び結果をご報

告申し上げます。

　議案第１９号から議案第３１号までの１３議案は、去る３月６日に当予算審査特別委員会に付託され、３月

１０日、１３日、１４日の３日間で、当局から説明を受け、質疑を行い、３月１４日には質疑を含め、討論、

採決を行いました。

　その結果、付託された１３議案の内、議案第１９号から議案第２２号及び議案第２４号の５議案について

は、賛成多数、議案第２３号及び議案第２５号から議案第３１号までの８議案については、全会一致により、

すべて原案のとおり可決するものといたしました。

　各議案審査の過程においては、前年対比による増減理由、主な事業に関する説明書により、新規事業

などの内容及び効果や積算根拠を質し、財政の健全化は確保されているか、決算審査の指摘事項などが

予算に反映されているか、どうかなど質疑、提言は広範にわたりました。　

　一般会計の総額は５７億９８００万円で前年対比３億１０００万円の増で、これは庁舎設備改修、消防第

３分団屯所建設、学校給食施設整備などによる事業の費用計上による予算規模の増加であります。

厳しい財政事情の中、今後も予算の精査に努める必要があると考えます。

　当局においては、新年度予算の執行につきましては、委員会において可決の議決を得たことの重みをしっ

かりと受け止めていただき、予定事業の推進にあたっていただくことを強く要望して、委員長報告といた

します。

１．議　　件

議案第１９号 平成２９年度上富田町一般会計予算

議案第２０号 平成２９年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算

議案第２１号 平成２９年度上富田町特別会計介護保険予算

議案第２２号 平成２９年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算

議案第２３号 平成２９年度上富田町特別会計診療所事業予算

議案第２４号 平成２９年度上富田町特別会計宅地造成事業予算

議案第２５号 平成２９年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業予算

議案第２６号 平成２９年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業予算

議案第２７号 平成２９年度上富田町特別会計奨学事業予算

議案第２８号 平成２９年度上富田町特別会計農業集落排水事業予算

議案第２９号 平成２９年度上富田町特別会計公共下水道事業予算

議案第３０号 平成２９年度上富田町水道事業会計予算

議案第３１号 平成２９年度上富田町特別会計朝来財産区予算

予算審査特別委員会委員長報告
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３月
  議会

会期 （平成２９年３月６日〜１５日 ) 
１０日間　 

　３月定例会に町長から提出された案件は、条例関係等１３件、平成２８年

度一般会計・特別会計補正予算４件、平成２９年度各会計の当初予算１３件で、

工事請負契約の締結３件、追加議案として、物品購入契約の締結１件いずれ

も原案どおり可決しました。

◎上富田町税条例の一部を改正する条例

◎上富田町個人情報保護条例の一部を改正する条例

（以上２議案については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改

正に伴い、本条例の一部を改正するもの）

◎上富田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、本条例の一部

を改正するもの）

◎西牟婁郡公平委員会規約の廃止について

　（平成２９年３月３１日をもって西牟婁郡公平委員会の共同設置を廃止することから、地方自治法の規

定により議会の議決を求めるもの）

◎西牟婁郡公平委員会の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例

　（西牟婁郡公平委員会の廃止に伴い、関係する３条例を整備するもの）

◎上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例

（西牟婁郡公平委員会の廃止に伴う改正と、本条例に規定できていない委員報酬を追加するため、本条例

の一部を改正するもの）

◎和歌山県と上富田町の公平委員会に関する事務の委託について

（公平委員会の事務を和歌山県に委託したいので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるもの）

◎職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

◎上富田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

（以上２議案については、一般職員の給与に関する法律が改正され、来年度以降、配偶者に係る扶養手当

の見直しがされたことから、各条例の一部を改正するもの）

◎職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

　（地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律の一部改正するもの）

主な条例
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◎上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

（一般職員の給与に関する法律の改正に伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改

正されたことから本条例の一部を改正するもの）

◎上富田町介護保険条例の一部を改正する条例

（第１号被保険者の保険料軽減を、平成２９年度においても継続することの改正と、介護予防・日常生活

支援総合事業の経過措置を改正するため、本条例の一部を改正するもの）

◎上富田町犯罪被害者等の支援に関する条例

（犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本理念を定め、必要とする

施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復に資することを目的として、

本条例を制定するもの）

＜平成２９年度当初予算＞

平成２９年度の一般会計・特別会計予算額

　平成２９年度の一般会計当初予算は５７億９，８００万円で、対前年度と比較すると、３億１，０００万円の増となっ

ています。

　これは、庁舎整備事業、消防３分団屯所建設、学校給食施設整備などによる事業の費用計上による予算規模の

増加であり、本年度も引き続き厳しい財政運営となっています。

特

　別

　会

　計

そ
の
他

住 宅 新 築 資 金 貸 付 事 業

宅 地 取 得 資 金 貸 付 事 業

奨 学 事 業

介 護 保 険

国 民 健 康 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

診 療 所 事 業

宅 地 造 成 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

公 共 下 水 道 事 業

水 道 事 業
 

計

朝 来 財 産 区

計

合　　　計

会　　　計　　　名

一　般　会　計

計

予　　算　　額

５７億９,８００万円

５７億９,８００万円

３５４万３千円

７３万７千円

８１６万３千円

１５億３,０４２万９千円

２２億４,３６８万１千円

２億７,８０５万８千円

３,９０６万４千円

４億３５９万６千円

２億２,０５１万４千円

３億２,８８５万３千円

４億６,２９２万９千円

２億９,０５５万９千円

５８億１,０１２万６千円

５０３万１千円

５０３万１千円

１１６億１,３１５万７千円

収 益 的 事 業

資 本 的 事 業
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町税　　対前年度比＋７８，９５０千円（＋５．２％）
固定資産税では、新築家屋分及び償却資産等の増収を見込んでおり、法人町民税についても増収見込みのた
め、町税全体では対前年度比＋ 5.2％、78,950 千円の増となっています。

●固定資産税　＋ 47,000 千円（H29：712,000 千円　←　H28：665,000 千円）
●法人町民税　＋ 28,000 千円（H29：110,050 千円　←　H28：82,050 千円）

繰入金　　対前年度比△２４，２５０千円（△２２．９％）
水源かん養基金繰入金を新規計上していますが、財政調整基金及びさわやか上富田まちづくり基金の繰入金
が減となっており、繰入金全体では対前年度比△ 22.9％、24,250 千円の減となっています。

●財政調整基金繰入金　 △ 52,064 千円（H29：0 千円　←　H28：52,064 千円）
●さわやか上富田まちづくり基金繰入金　△ 2,298 千円（H29：12,952 千円　←　H28：15,250 千円）
●水源かん養基金繰入金　＋ 30,000 千円（H29：30,000 千円　←　H28：0 千円）

諸収入　　対前年度比△３３，４５９千円（△４７．１％）
建設残土処分料等が減となるため、諸収入全体では対前年度比△ 47.1％、33,459 千円の減となっています。

●建設残土処分料　△ 32,400 千円（H29：0 千円　←　H28：32,400 千円）
●和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金　△ 5,342 千円（H29：0 千円　←　H28：5,342 千円）

地方交付税　　対前年度比△３０，０００千円（△１．７％）
地方財政計画では対前年度比 2.2％の減が見込まれており、地方交付税全体では対前年度比△ 1.7％、30,000
千円の減となっています。

●普通交付税　△ 30,000 千円（Ｈ 29：1,520,000 千円　←　Ｈ 28：1,550,000 千円）
●特別交付税　± 0 千円（Ｈ 29：220,000 千円　←　Ｈ 28：220,000 千円）

寄付金　　対前年度比＋４，０９８千円（＋６２．０％）
平成２８年度の寄付金見込額等を勘案し、対前年度比＋ 62.0%、4,098 千円の増となっています。

●さわやか上富田まちづくり寄付金　＋ 3,500 千円（H29：10,000 千円　←　H28：6,500 千円）

国庫支出金　　対前年度比＋３９，７３１千円（＋７．０％）
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金が事業完了により減となっていますが、地域住宅交付金及び
地方創生推進交付金等の増により、国庫支出金全体では対前年度比＋ 7.0％、39,731 千円の増となっています。

●地域住宅交付金　＋ 36,027 千円（H29：36,027 千円　←　H28：0 千円）
●地方創生推進交付金　＋ 16,816 千円（H29：16,816 千円　←　H28：0 千円）
●年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金　△ 15,000 千円（H29：0 千円　←　H28：15,000 千円）

県支出金　　対前年度比＋１０，８２６千円（＋２．４％）
障害者医療費負担金、地籍調査事業費負担金及び国民健康保険保険基盤安定負担金等の増により、県支出金全
体として対前年度比＋ 2.4％、10,826 千円の増となっています。

●障害者医療費負担金　＋ 2,797 千円（H29：6,694 千円　←　H28：3,897 千円）　
●地籍調査事業費負担金　＋ 2,750 千円（H29：15,885 千円　←　H28：13,135 千円）
●国民健康保険保険基盤安定負担金　＋ 1,725 千円（H29：88,500 千円　←　H28：86,775 千円）

町債　　対前年度比＋２３９，４００千円（＋６２．８％）
統合保育所建設事業が事業完了により減となっていますが、庁舎整備事業、学校給食施設整備事業及び消防施
設整備事業の増により、町債全体では対前年度＋ 62.8％、239,400 千円の増となっています。

●庁舎整備事業債　＋ 158,400 千円（H29：158,400 千円　←　H28：0 千円）
●学校給食施設整備事業債　＋ 131,700 千円（H29：131,700 千円　←　H28：0 千円）
●消防施設整備事業債　＋ 47,400 千円（H29：47,400 千円　←　H28：0 千円）
●統合保育所建設事業債　△ 122,100 千円（H29：0 千円　←　H28：122,100 千円）

平成２９年度 一般会計予算の主な歳入・歳出

歳　入
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議会費　　対前年度比＋１，２３５千円（＋１．５％）
職員の給与費等の増加により、議会費全体では対前年度比＋ 1.5％、1,235 千円の増となっています。

●一般職給　＋ 858 千円（H29：9,302 千円　←　H28：8,444 千円）

総務費　　対前年度比＋２２８，４１４千円（＋３４．７％）
庁舎整備事業の新規計上及び地籍調査事業費の増により、総務費全体では対前年度比＋ 34.7％、228,414 千円の増となっています。

●庁舎整備事業　  ＋ 176,000 千円（H29：176,000 千円　←　H28：0 千円）
●町政６０周年記念事業　  ＋ 8,100 千円（H29：8,100 千円　←　H28：0 千円）
●地籍調査事業    ＋ 4,361 千円（H29：79,747 千円　←　H28：75,386 千円）

民生費　　対前年度比△１３０，６５４千円（△６．２％）
障害福祉費は増額となっていますが、統合保育所建設事業の事業完了等により、 民生費全体では対前年度比
△ 6.2％、130,654 千円の減となっています。

●統合保育所建設事業 　△ 136,437 千円（H29：0 千円　←　H28：136,437 千円）
●障害福祉費　＋ 19,034 千円（H29：487,147 千円　←　H28：468,113 千円）

衛生費　　対前年度比△６９，３１０千円（△１０．３％）
上大中清掃施設組合負担金、富田川衛生施設組合負担金の減額等により、衛生費全体では対前年度比△ 10.3％、
69,310 千円の減となっています。

●富田川衛生施設組合負担金　△ 26,504 千円（H29：73,256 千円　←　H28：99,760 千円）
●上大中清掃施設組合負担金　△ 16,590 千円 (H29：115,556 千円　←　H28：132,146 千円）

農林水産業費　　対前年度比＋６４，４２９円（＋２４．２％）
土地購入費（水源かん養林）の新規計上等により、農林水産業費全体では対前年度比＋ 24.2％、64,429 千円の増となっています。

●土地購入費（水源かん養林）　　＋ 30,000 千円（H29：30,000 千円　←　H28：0 千円）
●特別会計農業集落排水事業繰出金　　＋ 15,857 千円（H29：144,626 千円　←　H28：128,769 千円）
●ため池ハザードマップ作成業務委託料　　＋ 15,000 千円（H29：15,000 千円　←　H28：0 千円）

商工費　　対前年度比△５８４千円（△２．０％）
地域おこし協力隊の費用が増額となっていますが、道標移設事業の減額等により、商工費全体では対前年度
比△ 2.0％、584 千円の減となっています。

●道標移設事業　　△ 3,700 千円（H29：0 千円　←　H28：3,700 千円）
●地域おこし協力隊費用　　＋ 3,348 千円（H29：9,708 千円　←　H28：6,360 千円）

土木費　　対前年度比＋２０，６９７千円（＋６．０％）
道路橋梁維持費や高速道路関連事業の完了により残土処分場整備事業は減額となっていますが、地域住宅交付金
事業（飛曽川団地）の新規計上等により、土木費全体では対前年度比＋ 6.0％、20,697 千円の増となっています。

●地域住宅交付金事業　　＋ 81,919 千円（H29：81,919 千円　←　H28：0 千円）
●残土処分場整備事業　　△ 25,222 千円（H29：0 千円　←　H28：25,222 千円）
●道路橋梁維持費　　　△ 20,400 千円（H29：12,600 千円　←　H28：33,000 千円）

消防費　　対前年度比＋８，８２３千円（＋４．３％）
消防第３分団屯所建設事業等による増加により、消防費全体では対前年度比＋ 4.3％、8,823 千円の増となっています。

●消消防第３分団屯所建設事業　　＋ 43,054 千円（H29：43,054 千円　←　H28：0 千円）
●消防用車両（第２分団ポンプ車）購入費 　＋ 6,000 千円（H29：6,000 千円　←　H28：0 千円）
●消防事務業務委託料　　　△ 41,707 千円（H29：141,264 千円　←　H28：182,971 千円）

教育費　　対前年度比＋１７８，８８２千円（＋４２．９％）
学校給食施設整備事業の計上等により、教育費全体では対前年度比＋ 42.9％、178,882 千円の増となっています。

●学校給食施設整備事業　　＋ 139,523 千円（H29：140,523 千円　←　H28：1,000 千円）
●地方創生推進交付金事業　　＋ 33,632 千円（H29：33,632 千円　←　H28：0 千円）

公債費　　対前年度比＋８，０６８千円（＋１．２％）
防災行政無線デジタル化整備事業の元金償還額の増加等により、公債費全体では対前年度比＋1.2％、8,068千円の増となっています。

●元金償還金　　＋ 18,466 千円（H29：631,474 千円　←　H28：613,008 千円）
●利子償還金　　△ 10,398 千円（H29：59,207 千円　←　H28：69,605 千円）

歳　出
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　政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報、公聴、要請陳情、住民相談、各種会議への

参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るため

に必要な活動に要する経費として年額７２，０００円を交付しています。

　議員は、条例に定める政務活動に要する経費に従い支出し、翌年度に領収書等を添えて収支報告書を

提出します。

議員氏名 交付額

支　出　額

調査研究費 研修費 会議費 資料購入費 事務費 広報費
その他の

活動費

収支差引額

（返還額）

松井　孝恵 72,000 12,163 4,800 　 34,057 14,418 　 6,562

谷端　清 72,000 17,236 　 51,648 16,533 　 　 0

樫木　正行 72,000 　 　 　 17,266 64,226 　 0

山本　明生 72,000 26,080 　 47,592 　 　 　 0

九鬼裕見子 72,000 　 53,000 20,396 　 　 　 0

大石　哲雄 72,000 5,581 10,000 37,116 19,440 　 　 0

畑山　豊 72,000 7,283 　 39,276 26,403 　 　 0

奥田　誠 72,000 53,985 　 　 20,114 　 　 0

沖田　公子 72,000 3,094 　 49,968 20,047 　 　 0

榎本　敏 72,000 14,610 10,000 37,116 12,003 　 　 0

木本　眞次 72,000 56,603 5,000 37,116 　 　 　 0

吉田　盛彦 72,000 13,700 　 48,300 10,115 　 　 0

※掲載は議席番号順です。

※上富田町議会政務活動費の交付に関する規則　　　  　　　　　　　　　　　　※議員に係る使途基準

項　目 内　　　　　　　　　　　　容

調査研究費
議員が行う町の事務及び地方行政財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費 ( 調査委託
費・交通費・宿泊費等 )

研　修　費 団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費 ( 会費・交通費・宿泊費等 )

会　議　費
議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取する為の各種会議に要する経費 ( 会場費・機材
借上げ費・交通費・資料印刷費等 )

資料購入費
議員が行う調査研究の為に必要な図書、資料等の購入に要する経費 ( 書籍購入費・新聞雑誌購読
料等 )

事　務　費 議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費 ( 事務所費・事務用品・備品購入費・通信費等 )

広　報　費
議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費 ( 印刷製本費・通信運搬費・
会議費等 )

その他の活動費
補助金の要請、陳情活動等、住民との相談・意見交換会に要する経費 ( 旅費・交通費・会場費・
機材借上げ費・資料印刷費等 )

※ (　) 内は例示

平成２８年度 政務活動費の収支報告
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　マスコットのデザインは、町が公募し、９４点の応募の中

から上富田町岩田出身で田辺市在住の、杉村朋海さんのデ

ザインを採用。

　着ぐるみの大きさは２メートル「頭の栓を抜いてみんなの悩

みを吸い取ってくれる」という設定通りに頭の栓が抜けます。

みんなの悩みをたくさん聞いてくれる「せんぱい」になってくれます。

町のマスコットキャラ「ひょうたんせんぱい」を

披露していただき見学会に参加させていただきました。

スポーツサロンを見学に行ってきました。建物は、鉄骨平屋、床面積約５２１㎡

総事業費１億３３４２万円、国の「地方創生」の交付金を活用。

指導者の研修や見学会を経て、秋には町民が利用できる会員制サロンとしてオープン
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予算審査の様子

予算審査特別委員会審議日程

　上富田町議会では、予算審議の更なる充実を図るため平成２７年度から予算審査特別委員会を設置し、平成２９年

度一般・特別会計当初予算１３会計の審議を行いました。審査日程及び審査方法の協議を含め４日間にわたる審査を

経て、討論・採決を行いました。審査過程では活発な質問・意見が出されました。

3月  6日

3月10日

3月13日

3月14日

（月）

（金）

（月）

（火）

審査日程について・審査方法について

議会事務局

総務政策課（財政情報システムＧ）

総務政策課（行政Ｇ・まちづくりＧ）

税務課

教育委員会

住民生活課（生活Ｇ）

住民生活課（住民Ｇ、国保、後期高齢者、介護、　診療所）

産業建設課

上下水道課

討論・採決

編
集
後
記

　「
議
会
だ
よ
り
」
第
１
５
８
号
を
お

届
け
し
ま
す
。

　今
回
は
、
３
月
定
例
会
で
審
議
し
た
、

平
成
29
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
当

初
予
算
の
主
な
内
容
、
議
員
の
一
般
質

問
、
ま
た
、
今
議
会
に
お
い
て
、
平
成

29
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
当
初
予

算
を
議
員
11
名
で
構
成
す
る
予
算
審
査

特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
４
日
間
の
日

程
で
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
委
員

長
報
告
等
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
覧
下
さ
い
。

　今
後
も
「
議
会
だ
よ
り
」
を
通
じ
て
、

議
会
活
動
を
町
民
の
皆
様
に
わ
か
り
や

す
く
お
伝
え
し
て
参
り
ま
す
の
で
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。


